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○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有

権
機
関
の
国
際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
ス
イ
ス
連
邦
の
紋
章
等
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名
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国
の
紋
章

一

黒



- 3 -

監
督
用
又
は
証
明
用
の
印
章
又
は
記
号

二

黒

金 、 銀 、 白 金 、 パ ラ ジ ウ ム か ら
成 る 貴 金 属 製 品 及 び 多 金 属 製 品 。
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○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
記
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

黒

白



- 1 -

〇
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
欧
州
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
研
究
所
の
標
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名
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青

橙 色

緑
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〇
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
欧
州
連
合
薬
物
機
関
の
標
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

一

欧
州
連
合
薬
物
機
関

二

А
ге
н
ц
и
я
н
а
Е
вр
о
п
е
й
ски

я
съ
ю
з
п
о
н
а
р
ко
ти
ц
и
те

三

A
g
e
n
tu
ra
E
vro
p
ské

u
n
ie
p
ro
d
ro
g
y

四

D
e
n
E
u
ro
p
æ
iske

U
n
io
n
s
N
a
rko
tika

a
g
e
n
tu
r

五

D
ro
g
e
n
a
g
e
n
tu
r
d
e
r
E
u
ro
p
ä
isch

e
n
U
n
io
n

六

Ο
ρ
γα
νισ

μ
ό
ς
τη
ς
Ε
υ
ρ
ω
π
α
ϊκή

ς
Έ
νω

σ
η
ς
για

τα
Ν
α
ρ
κω

τικά

七

E
u
ro
p
e
a
n
U
n
io
n
D
ru
g
s
A
g
e
n
cy

八

E
u
ro
o
p
a
L
iid
u
U
im
a
stia

m
e
t

九

A
g
e
n
cia

d
e
la
U
n
ió
n
E
u
ro
p
e
a
so
b
re
D
ro
g
a
s
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十
E
u
ro
o
p
a
n
u
n
io
n
in
h
u
u
m
e
vira

sto
十
一

A
g
e
n
ce
d
e
l’U
n
io
n
e
u
ro
p
é
e
n
n
e
su
r
le
s
d
ro
g
u
e
s

十
二

G
n
ío
m
h
a
ire
a
ch
t
D
ru
g
a
í
a
n
A
o
n
ta
is
E
o
rp
a
ig
h

十
三

A
g
e
n
cija

E
u
ro
p
ske

u
n
ije
za
d
ro
g
e

十
四

A
z
E
u
ró
p
a
i
U
n
ió
K
á
b
ító
sze

r-ü
g
yn
ö
ksé

g
é

十
五

A
g
e
n
zia

d
e
ll’U
n
io
n
e
e
u
ro
p
e
a
su
lle
d
ro
g
h
e

十
六

E
u
ro
p
o
s
S
ą
ju
n
g
o
s
n
a
rko
tikų

a
g
e
n
tū
ra

十
七

E
iro
p
a
s
S
a
vie
n
īb
a
s
N
a
rko
tiku

a
ģ
e
n
tū
ra

十
八

A
ġ
e
n
zija

ta
l-U
n
jo
n
i
E
w
ro
p
e
a
d
w
a
r
id
-D
ro
g
i

十
九

D
ru
g
sa
g
e
n
tsch

a
p
va
n
d
e
E
u
ro
p
e
se
U
n
ie

二
十

A
g
e
n
cja

U
n
ii
E
u
ro
p
e
jskie

j
d
s.
N
a
rko
tykó

w

二
十
一

A
g
ê
n
cia

d
a
U
n
iã
o
E
u
ro
p
e
ia
so
b
re
D
ro
g
a
s

二
十
二

A
g
e
n
ția
U
n
iu
n
ii
E
u
ro
p
e
n
e
p
rivin

d
D
ro
g
u
rile
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二
十
三

A
g
e
n
tú
ra
E
u
ró
p
ske

j
ú
n
ie
p
re
d
ro
g
y

二
十
四

A
g
e
n
cija

E
vro
p
ske

u
n
ije
za
d
ro
g
e

二
十
五

E
u
ro
p
e
iska

u
n
io
n
e
n
s
n
a
rko
tika

m
yn
d
ig
h
e
t

二
十
六

A
vru
p
a
B
irliğ

i
U
yu
ştu
ru
cu
A
ja
n
sı

二
十
七

D
e
n
e
u
ro
p
e
iske

u
n
io
n
s
n
a
rko
tika

b
yrå

二
十
八

E
U
D
A
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二
十
九

青赤 紫

紫 緑
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〇
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
国
際
刑
事
裁
判
所
の
標
章
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名
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青

赤橙 色

黄 色

紺 色
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○
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
世
界
知
的
所
有
権
機
関
の
国

際
事
務
局
か
ら
通
知
さ
れ
た
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
監
督
用
又
は
証
明
用
の
印
章
又
は
記
号
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
の
で
、
告
示
す

る
。な

お
、
平
成
六
年
通
商
産
業
省
告
示
第
二
百
四
十
七
号
（
商
標
法
の
規
定
に
基
づ
き
ハ
ン
ガ
リ
ー
共
和
国
の
記
章
及
び
印
章

を
指
定
し
た
件
）
は
廃
止
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名
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一

二

白 金 製 細 工 物 （ 輸 入 物 ）。

金 製 細 工 物 （ 輸 入 物 ）。
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三

四

金 製 細 工 物 （ 輸 入 物 ）。

金 製 細 工 物 （ 輸 入 物 ）。
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五

六

大 型 銀 製 細 工 物（ 製 造 物 ）。

大 型 銀 製 細 工 物（ 製 造 物 ）。
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七

八

大 型 銀 製 細 工 物（ 製 造 物 ）。

大 型 銀 製 細 工 物（ 製 造 物 ）。
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九

十

小 型 銀 製 細 工 物（ 製 造 物 ）。

小 型 銀 製 細 工 物（ 製 造 物 ）。
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十
一

十
二

小 型 銀 製 細 工 物（ 製 造 物 ）。

小 型 銀 製 細 工 物（ 製 造 物 ）。
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十
三

十
四

白 金 製 細 工 物 （ 製 造 物 ）。

金 製 細 工 物 （ 輸 入 物 ）。
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十
五

十
六

金 製 細 工 物 （ 製 造 物 ）。

金 製 細 工 物 （ 製 造 物 ）。
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十
七

十
八

銀 製 細 工 物 （ 輸 入 物 ）。

銀 製 細 工 物 （ 輸 入 物 ）。
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十
九

二
十

銀 製 細 工 物 （ 輸 入 物 ）。

銀 製 細 工 物 （ 輸 入 物 ）。
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二
十
一

二
十
二

細 工 物 （ 輸 入 物 ）。

細 工 物 （ 輸 入 物 ）。
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〇
経
済
産
業
省
告
示
第

号

商
標
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
八
年
通
商
産
業
省

告
示
第
二
十
号
（
不
正
競
争
防
止
法
（
昭
和
九
年
法
律
第
十
四
号
）
及
び
商
標
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
マ
ル
タ
、
グ
レ
ー
ト
・

ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
お
よ
び
イ
ラ
ン
帝
国
の
記
章
な
ら
び
に
マ
ル
タ
、
ス
ペ
イ
ン
国
お
よ
び
オ
ラ
ン

ダ
王
国
政
府
の
印
象
お
よ
び
記
号
を
指
定
し
た
件
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和

年

月

日

経
済
産
業
大
臣

名

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

オ
ラ
ン
ダ
王
国

オ
ラ
ン
ダ
王
国

監
督
用
お
よ
び
証
明
用
の
印
章

監
督
用
お
よ
び
証
明
用
の
印
章

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）
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五

削
除

五

六
～
一
五

（
略
）

六
～
一
五

（
略
）

商品 チーズ


